
≪設置部会≫

①子ども真ん中企画検討部会(第1回:5/27、第2回:6/18)

（子ども若者政策・私学振興課）

②子ども・子育て支援検討部会(第1回:5/30、第2回:6/20、第3回:7/30)

（子育て支援課）

③社会的養護検討部会(第1回:5/31、第2回:7/10)

（子ども家庭支援課）

④子ども・若者施策検討部会(第1回:5/23、第2回:6/13、第3回:7/31)

（子ども若者政策・私学振興課）

⑤ひとり親家庭支援・子どもの貧困対策等検討部会(第1回:5/23、第2回:6/13、

第3回:7/12) （子ども家庭支援課）

≪部会構成員≫

審議会長の指名する委員および臨時委員で構成。

部会長は会長が指名する委員をもって充てる。（審議会規則第5条）

≪検討内容等≫

●現状、国制度の動向、社会情勢の変化等の把握と重点的課題の抽出

●基本目標、施策の方向性と具体的取組

●取組を進めるための指標と数値目標

次期淡海子ども・若者プラン策定・公表

第21回子ども若者審議会 【骨子案作成】

パブリックコメント(子ども向けを含む) 

第19回子ども若者審議会 【部会の設置】

各部会の開催（５月～７月、各２、３回程度）

第２２回子ども若者審議会 【素案作成】

◆ 次期淡海子ども・若者プラン検討の流れ
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